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流山都市計画地区計画の決定（流山市決定） 

 

都市計画東急江戸川台地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 東急江戸川台地区地区計画 

位 置 流山市中野久木字谷頭の一部の区域 

面 積 約３．０ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 の 目 標 

 

本地区は、東武野田線江戸川台駅の西約０．５ｋｍに位

置し、宅地開発により、総合的かつ計画的な基盤整備を行

い、良好な住宅地を形成しつつある。 

そこで、地区計画を導入して、この事業効果を保持し、

将来にわたり緑豊かな魅力のある良好な住宅地を形成し、

保全することを目標とする。 

 

土 地 利 用 の 方 針 

 

将来にわたり緑豊かな魅力のある良好な住宅地を形成し

保全するため、低層住宅を主体とした良好な住環境の形成

を図る。 

 

地区施設の整備方針 

 

本地区では、公園及び緑道の整備を行い地区施設の充実

を図る。 

 

 

建築物等の整備の方

針 

 

本地区の土地利用の方針に基づき、低層住宅を主体とし

た良好な住環境を形成するため、建築物の用途制限、建築

物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、かき又はさ

くの制限を定める 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設の配

置及び規模 

公園 約９７０㎡  

緑道 
幅員４．５ｍ 延長約２３０ｍ 

幅員４．０ｍ 延長約 １３ｍ 

地区の 

区 分 

区分の名称 住  宅  地  区 

区分の面積 約３．０ｈａ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の 

用途の制限 

 

 次に掲げる建築物は建築してはならない。 

①共同住宅 

②寄宿舎又は下宿 

③長屋で３戸以上のもの 

  

建築物の敷地面

積の最低限度 
１３０㎡ 

壁面位置の制限 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線迄

の距離は０．７ｍ以上とする。 

ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この

限りではない。 

１ 隣地境界線からの距離が０．７ｍ以内にある外壁又はこ

れに代わる柱の中心線の長さの合計が２ｍ以内の部分 

２ 車庫で、高さ３．０ｍ以下、かつ床面積の合計が３０㎡

以下のもの 

３ 物置で、軒の高さが２．３ｍ以下、かつ床面積の合計が

５．０㎡以下のもの 

 

かき又はさくの 

構造の制限 

 

道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、次の各号に掲げる

ものとする。 

１ 道路境界沿いは、生垣又はこれに類する植栽とする。 

ただし、フェンス又は、柵を設ける場合は、透過性とし

宅地地盤面から高さ１．２ｍ以下、基礎の高さは０．４

ｍ以下とする。なお、門柱又は門袖を除く。 

２ 幅員５．０ｍの道路に面する宅地の敷地については、道

路境界から幅０．５ｍの敷地は、道路面と同等の高さで、

０．６ｍ未満の高さの植栽とし、建築物及び工作物を設

けてはならない。 

   

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由  本地区の、良好な住環境の維持及び保全を図るため、地区計画を決定する。 
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